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定款変更に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年５月 20 日開催の取締役会において、2025 年６月 25 日開催予定の第 18 回定

時株主総会に、下記のとおり、事業年度の変更に関する定款変更を付議することを決議いたしま

したのでお知らせいたします。なお、本定款変更につきましては、当社第 18 回定時株主総会に

て承認可決されることを条件といたします。 

 

記 

 

1. 変更の理由 

当社の主要顧客の多くは３月期決算の国内企業であり、その予算確定時期が４月前後と

なるため、当社との共同開発案件に係る予算協議についても同時期に集中しております。そ

の結果、顧客との協議が業績予想の確定直前まで長期化し、一部案件については協議が未了

のまま業績予想に反映させる必要が生じておりました。こうした背景を踏まえ、６月期決算

に変更することで、当社の予算策定スケジュールを３か月後ろ倒しとし、顧客との予算協議

の結果を適切に反映できる環境を整備いたしたく存じます。 

事業年度を定める定款第35条を変更することに伴い、定時株主総会の基準日（第13条）、

剰余金の配当の基準日（第 36 条）および中間配当（第 37 条）に関する各条項についても所

要の変更を行います。また、事業年度の変更に伴い、第 19 期は 2025 年４月１日から 2026

年６月 30 日までの 15 か月決算となるため、関連する経過措置を附則に定めることとしま

す。 

 

なお、当社は、2025 年５月９日開催の取締役会において、2025 年６月 25 日開催予定の

第 18 回定時株主総会で、定款一部変更の件に係る議案が承認されることを条件として、決

算期（事業年度の末日）の変更を行うことを決議、公表しています。 

（ご参考 https://ssl4.eir-parts.net/doc/9227/tdnet/2607355/00.pdf） 

  



 

2. 変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

（定時株主総会の基準日） 

第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準

日は、毎年３月 31 日とする。 

（定時株主総会の基準日） 

第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準

日は、毎年６月 30 日とする。 

  

第７章 計  算 第７章 計  算 

（事業年度） 

第 35 条 当会社の事業年度は、毎年４月１日か

ら翌年３月 31 日までの年１期とする。 

（事業年度） 

第 35 条 当会社の事業年度は、毎年７月１日か

ら翌年６月30日までの年１期とする。 

  

（剰余金の配当の基準日） 

第 36 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３

月 31 日とする。 

（剰余金の配当の基準日） 

第 36 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年６

月 30 日とする。 

  

（中間配当） 

第 37 条 当会社は、取締役会の決議によって、

毎年９月 30 日を基準日として中間配

当をすることができる。 

（中間配当） 

第 37 条 当会社は、取締役会の決議によって、

毎年 12月 31日を基準日として中間配

当をすることができる。 

  

附  則 附  則 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

当会社は、会社法第 426 条第１項の規定によ

り、第 16 回定時株主総会終結前の任務を怠った

ことによる監査役（監査役であった者を含む。）

の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役

会の決議によって免除することができる。 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

第１条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定

により、第 16 回定時株主総会終結前の

任務を怠ったことによる監査役（監査役

であった者を含む。）の損害賠償責任を、

法令の限度において、取締役会の決議に

よって免除することができる。 

  

（新設） 第２条 第 20 条第１項の規定にかかわらず、

2025 年６月 25 日開催の第 18 回定時株

主総会（延会及び継続会を含む。）にお

いて選任された取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）の任期は、第 19 期事

業年度に関する定時株主総会の終結の

時までとする。 

  ２． 第34条第１項の規定にかかわらず、2025

年６月 25 日開催の第 18 回定時株主総

会（延会及び継続会を含む。）において

選任（会社法第 338 条第２項によるみな

し再任を含む。）された会計監査人の任

期は、第 19 期事業年度に関する定時株

主総会の終結の時までとする。 

  

（新設） 第３条 第 35 条の規定にかかわらず、第 19 期事

業年度は、2025 年４月１日から 2026 年

６月 30 日までとする。 

  



 

現 行 定 款 変 更 案 

（新設） 第４条 第 37 条の規定にかかわらず、第 19 期事

業年度の中間配当の基準日は、2025 年

９月 30 日とする。 

  

（新設） 第５条 第 19 期事業年度に関する定時株主総会

の終結の時をもって、本附則第２条から

本条までの各規定を削除する。本附則第

１条の条数についても同様とする。 

  

 

3. 変更の日程 

定款変更のための株主総会開催予定日 2025 年６月 25 日（水） 

定款変更の効力発生予定日  2025 年６月 25 日（水）  

 

以 上 


